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令和３年４月定例舞鶴市教育委員会会議録 

 

開 会 日 時  令和 3 年 4 月 19 日（月) 午後 2 時～午後 2 時 40 分 

 

場 所  市役所別館 413 会議室 

 

出 席 委 員  奥水教育長  荻野委員  岸本委員  内藤委員  堀尾委員 

        

欠 席 委 員  冨川委員 

 

事務局職員    

浜野教育振興部長 松岡教育総務課長 

森下学校教育課長 鹿田教育総務課総務係長 

岡本学校教育課指導担当課長  

瀬野学校教育課主幹  

  

   

1  開  会 

 

教育長  開会を宣告 

 

２ 令和 3 年 3 月定例教育委員会会議録  承認 

 

教育長 会議録を会議に諮り、全員承認 

 

３  諸報告 

 

(1) 教育長報告 

事務局から教育長の主な活動を報告 

 

(2) 各課報告 

 

（教育総務課） 

①  行事予定について 

 

（学校教育課） 

②  行事予定について 

③  教育支援センター「明日葉」・「いじめ相談室」の 3 月の通級・相談等の状況について 

④  令和 3 年度文部科学省、京都府、舞鶴市による教育制度一覧について 
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（質問・意見） 

 

（堀尾委員） 

 令和 3 年度文部科学省、京都府、舞鶴市による教育制度一覧について。 

 連携推進加配等における指導方法の改善の中で、例えば英語指導において、小中連携で

中学校の先生が小学校へ教えに行ったり、小学校専科指導による方法で授業改善を図って

おられる学校があるが、記載のない学校についてはどのような状況なのか。 

 

（瀬野学校教育課主幹） 

 その他の学校については、中学校の先生が兼務という形で指導するなど、連携推進加配制

度という形ではないが、全小学校において英語教諭による指導を行うことができている。 

 

 

４ 議事 

 

（教育長） 

第 6 号議案、令和３年 4 月 19 日提出の「舞鶴市教育委員会職員の人事異動について（専

決第 1 号）」の上程について説明をお願いする。 

 

（松岡教育総務課長） 

 舞鶴市教育委員会職員の人事異動発令を行うに当たり、急施を要したことから、舞鶴市教

育委員会基本規則第 10 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処理したので、同条第 2 項

の規定に基づきこれを委員会に報告し、その承認を求めるもの 

 

（教育長） 

第 6 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認 

 

 

 

教育長より、令和 3 年 4 月 19 日提出の第 7 号議案「令和 3年舞鶴市議会第１回臨時会

提出議案に係る意見について」は、舞鶴市議会提案前の案件であるため、舞鶴市教育委員

会会議規則第 10 条により非公開とする旨の提案があり、全会一致で決定する。 

 

（以下、「非公開」） 

 

（教育長） 

 最初に、「令和 3 年度舞鶴市一般会計補正予算（第３号）について」、各担当課から説明を

お願いする。 
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（森下学校教委育課長） 

令和 3 年舞鶴市議会第 1 回臨時会に提出を予定している議案について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 29 条の規定により市長から意見を

求められたので、異議ない旨を申し出ることについて提案するもの。 

 

 主な事務事業調に基づき「学びの保障と家庭連絡体制強化事業費」について説明。 

 

（松岡教育総務課長） 

 主な事務事業調に基づき「新型コロナウイルス感染症対策に係る施設整備の取組」につい

て説明。 

 

（質問・意見） 

 

（荻野委員） 

 「学の保障と家庭連絡体制強化事業費」について。 

 子ども達が家庭で学ぶことができる仕組みというのは、休校になった時タブレットを持ち帰り、

子ども達が家庭学習できる環境づくりとういことか。 

 

（森下学校教育課長） 

 まだタブレットを家庭に持ち帰るというルールができていないので、その仕組み作りの検討か

ら進めていきたい。 

 

（教育長） 

第 7 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認 

 

 

５ その他 

次回の定例教育委員会は、5 月 13 日(木）午後 2 時から開催することを確認 

 

 

６ 閉 会 

 

   教育長 閉会を宣告 

 

 

署  名   

(教育長) 

 

記  録 


